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公告第７号 

 

長野県市町村職員共済組合運営規則の一部変更について 

 

  長野県市町村職員共済組合運営規則の一部を次のとおり変更することについては、地方

公務員等共済組合法第１０条第２項の規定に基づき、平成２１年７月２２日付けをもって

理事長において専決処分したので公告する。 

 

    平成２１年７月２３日 

 

                                                   長野県市町村職員共済組合 

                                                     理事長  中  沢   一 

 

   長野県市町村職員共済組合運営規則の一部変更について 

  長野県市町村職員共済組合運営規則（昭和３７年公告第４号）の一部を次のように変更

する。 

 第１７条の４第３項中「、期末特別手当」を削る。 

附 則 

 この変更は、公告の日から施行し、平成２１年５月３０日から適用する。 

 

 


